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テーブルウェア・フェスティバルとは
テーブルウェア・フェスティバルとは、1993年の開始から今回で33回目を迎える、

日本各地の名窯や陶磁器をはじめ、ガラス・漆器など様々なテーブルウェアが一堂に会する“器の祭典”です。

多くの関係者や器を愛する皆様に支えられ、食器や周辺インテリアを含む「豊かな暮らし」を提案する文化催事として

高い評価をいただいてまいりました。国内外の陶磁器や漆器、ガラス器が一堂に会し、「見る・買う・学ぶ」を軸とした

会場構成で、⾧年にわたり感度の高い来場者を集め続けています。

今回は、多様な器との出会いを楽しめる魅力はそのままに、より幅広いライフスタイル提案と、年間を通したテーブルウェアの

魅力発信を目指してまいります。

2025年開催時の会場様子
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名称

主催

企画運営

会場

会期

入場料

出展小間数

目標動員数

券売開始

：テーブルウェア・フェスティバル2027～暮らしを彩る器展～

：テーブルウェア・フェスティバル実行委員会（読売新聞社、株式会社東京ドーム）

：株式会社東京ドーム

：東京ドームシティ プリズムホール

：2027年1月15日(金)～1月23日(土) 9日間 10:00～18:00

：前売券 1,800円(税込) / 当日券 2,000円(税込)/ アフター3チケット 1,200円(税込)

：約100ブース（内、今回募集Concept Gallery：約6ブース）

：35,000人

：10月中旬予定 以上、予定 4

開催概要



このコーナーは、毎年新たなテーマで展開するConcept重視の企画販売コーナーとなります。

トレンドや暮らしの提案をテーブルウェアの魅力により発信します。

・クリエイティブ溢れる商品のプロモーション

テーマに沿った空間づくりやご提案を通して、器の魅力を存分に発揮いただき、

ブランドの持つ魅力や世界観を、来場者へ直接プロモーションいただけます。

・出展期間の選択が可能

ご都合に合わせて選べる柔軟な出展期間を採用。 【前期4日間・後期5日間・通期9日間】から

出展者様のご都合に応じて選択いただけます。

■コーナーの特徴

5※2025年実例写真

Concept Gallery とは

・出展のハードルを下げるリーズナブルな料金設定

初期費用を抑えて一歩を踏み出すステップとして、ぜひ本イベントへの参画のきっかけに

ご活用ください。



忙しい日常の中で、朝時間を心地よく、豊かに。

「Slow Morning」は、朝食シーンで、一日のはじまりを豊かにする暮らしの提案です。

本コーナーでは朝食のひとときを彩るこだわりのテーブルウェアを募集します。

お気に入りの器やカトラリー、テーブルリネン、コーヒーウェアなど、

朝食を召し上がる際に、実際に使っていただく商品を通して心地よい朝の食卓をご提案ください。

「Slow Morning」
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2027年のテーマ

 朝食ならではのアイテムの提案

 豊かな朝食を迎える贅ある器の提案

 忙しい朝に心の「ゆとり」を生み出す道具の提案

 朝食が楽しみになるアイテムの提案

提案例



日程：1月15日(金) ～18日(月)

搬入：1月14日(木) 15:00～22:00

搬出：1月18日(月) 18:00～20:00

金額：55,000円（税込）

特典：招待券 15枚

出展者紹介ページ

①前期（4日間）
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出展概要

日程：1月19日(火)～23日(土)
搬入：1月18日(月) 20:30～22:00

1月19日(火)   8:00～10:00

搬出：1月23日(土) 18:00～23:00

金額：55,000円（税込）

特典：招待券 15枚

出展者紹介ページ

②後期（5日間）

日程：1月15日(金)～23日(土)

搬入：1月14日(木) 15:00～22:00

搬出：1月23日(土) 18:00～23:00

金額：99,000円（税込）

特典：招待券 30枚

出展者紹介ページ

①通期（9日間）

■出展期間・出展金額

日程は下記３種類からお選びください。全て1ブースの出展となります。
※応募状況によって、出展期間をご調整させていただく場合がございます。

〇 応募作品を中心にテーマイメージに添った食器類やカトラリー、テーブルウェアの展示をしてください。

他商品の販売も可能ですが、テーマイメージに添った商品がなるべく目立つように展示してください。

〇 期間中は必ずブースに常駐してください。商品PRや予約販売を行うスタッフがブース前にいていただくことが基本となります。

〇 展示される作品を予約販売できること。その場でお渡しすることや現金での決済は不可。クレジットカード・電子決済等での

予約販売は可能。

■注意事項



■ブースサイズ

外寸：間口2,000ｍｍ×奥行1,000ｍｍ×高さ2,400ｍｍ（約2㎡ ） ※サイドパネル（仕切パネル）は、奥行1,000ｍｍに対し奥から495ｍｍまで

内寸：間口1,940ｍｍ×奥行1,000ｍｍ×高さ2,400ｍｍ（約2㎡ ）

■仕様

〇 ブースはシステムパネルを使用いたします。システムパネルの色は｢黒｣となります。

〇 照明（75W相当×2灯）、1,500w電源1口を基本設備として設置いたします。

〇 隣接するほかの出展者との境界線上に仕切りパネルを設置します。（奥行495mm×高さ2,400mm）

〇 社名またはロゴパネルへの装飾行為は禁止いたします。

〇 事務局が施工する仕切パネル等へは壁面への釘打ちや経師貼り、塗装する事ができず、また移動したり、

外したりする事もできません。何らかの損傷がなされた場合は、実費を別途請求いたします。

〇 出展者の責任において行うブース内装飾には仕様制限がございます。

詳細は出展決定後に配布いたします「出展ガイド」にてご案内いたします。
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ブース仕様

■ストックヤード（希望者のみ）

1区画サイズ：W1,000mm × D2,000mm ※予定

エ リ ア ：プリズムホール 地下駐車場 ※予定

金 額 ：8,800円(税込)



正面図
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ブース仕様（１）

※実際の壁面は（黒）になります。仕様は一部変更になる場合がございます。

サインパネル（イメージ）

サインパネルに掲載する情報は
ご出展が確定後、改めてご提出いただきます。
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左右隣接のブースとなります



側面図（※ブース仕様は一部変更になる場合がございます。）
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ブース仕様（２）

左：パネル無し

右：パネル無し

天井無し

事務局手配の展示台は上記の使用となります。

展示台下はストックとしてご利用ください。

※展示台の移動はできません。

事務局手配展示台
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本コーナーは前年の募集時も大変多くのご応募をいただきました。設定小間数が少ない（約6ブース想定）のため、

本年も応募多数の場合は、ご提出いただいた内容をもとに選考を行わせていただきます。

選考にあたり、今回のテーマに対してどのようなブース展開をイメージされているか、具体的な内容をお伺いしたく

お手数ではございますが以下の項目についてご記入およびファイルのご用意をお願いいたします。

① 展示・商品のコンセプト案

「Slow Morning」に合わせて、どのような商品（器や食卓のアイテム）を展示するのかご記載ください。

そのアイテムが、朝食をどう豊かにするのかを含めてご記入ください。

┗申込フォーム：ステップ4

② テーマ「Slow Morning」に添った展示イメージ

現時点のイメージで構いませんので、今回のテーマに沿った展示イメージをご提出ください。

なお記入用紙には「会社名」、「ブース名」を必ずご記入ください。

┗申込フォーム：ステップ4

③ テーマ「Slow Morning」に添った商品写真

「Slow Morning」に添った商品写真を必ず2点以上ご提出をお願いいたします。

┗申込フォーム：ステップ6

※ 画像ファイル形式：PDF

※ データ容量 ：5MB以下

選考について
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展示イメージ記入について

P13の記入用紙に展示イメージをご記入ください。

記入用紙へのご記入は手書き、PC等によるデータ作成のどちらでも構いません。

「出展者申込フォーム」のステップ4でご提出ください。

■注意事項

〇ファイル形式はPDFでご提出ください。

〇ファイルの合計容量は5MB以下といたします。

〇現時点でのイメージでかまいません。

〇基本設備であるテーブルの位置変更・移動はできません。

〇ブース位置については事務局にて決定いたします。

左右どちらのブース位置にも対応可能な展示イメージをご作成ください。

〇P10へ記載の（パネル無し）箇所へは、左右どちらのブースでも装飾はできませんのでご注意ください。

〇規定範囲内でのブース装飾が可能です。装飾規定は、ご出展決定後に配布いたします「出展ガイド」にてご確認ください。

〇ブーススペースは点線までとなります。スペース内で接客する事を加味してご記入ください。
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展示イメージ記入用紙

商品配置
装飾

などをご記載ください。

会社名

ブース名



①出展申込入力
テーブルウェア・フェスティバル公式ホームページより、お申込ください。
ご入力された内容はメールにて自動送信されます。

②申込完了
自動送信メールは｢申込み控え｣｢出展時の契約書｣となりますので、必ず控えとして保管してください。
※申込み締切後、事務局にて選考会を行います。

テーブルウェア･フェスティバル実行委員会(以下「主催者」といいます)は、出展者から収集した個人情報を下記の目的のために使用します。
○主催者からの本イベントの運営に関わる各種ご案内
○宣伝･広報に関わる情報提供
○来場者からの問い合わせやクレーム対応
○各種印刷物・ウェブサイトへの掲載
その他、主催者は収集した個人情報を株式会社東京ドームが公表している｢個人情報のお取り扱いについて｣(https://www.tokyodome.jp/privacy/)に準じて取り扱います。
出展者は、個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な管理をするものとします。

7月31日(金) 17:00
応募締切

12月上旬
ツール発送

(IDカードや車両証など)

1月23日(土)
開催終了後、

（後期・通期）搬出・撤去

8月下旬(予定)
メールにて出展可否通知・請求書送付

出展ガイド公開・各種申請開始

10月中旬
出展料支払期限・各種申請締切

(ホテル以外)

③可否通知メールの確認
選考後、出展可否をメールにてご連絡させていただきます。
出展決定の場合お送りするメールが「承諾証明」となりますので必ず保管をしていただきますようお願いいたします。
結果通知予定日:2026年8月下旬(予定)

全体スケジュール

申込～出展決定までの流れ

個人情報の取扱いについて

1月14日(木)
（前期・通期）

搬入・設営

1月18日(月)
（前期）営業後、搬出

（後期）営業後、搬入・設営

1月19日(火)
（後期）営業前、搬入・設営
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82

16.3

1.7男女比

女性

男性

未回答

来場者数天候開催日

3,715人晴11月27日(木)

3,770人晴11月28日(金)

4,673人晴11月29日(土)

4,359人晴11月30日(日)

3,503人晴12月1日(月)

3,467人晴12月2日(火)

3,165人晴12月3日(水)

26,652人合計

2025年来場者数

7.2

15.3

19.7

35.5

22.3

年齢別

30代未満

30代

40代

50代

60代以上

56.4
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12.7

12.5
5.5

居住地

東京都

千葉県

神奈川県

埼玉県

その他

13.2

17.6

11.2

13.6

18.3

12.1

14400万円未満

400万円以上

600万円以上

800万円以上

1,000万円以上

1,500万円以上

不明

世帯年収

補足資料・来場者属性



展示会、販売会、セミナー、シンポジウム等あらゆるシーンで活用されている会場です。

会場内は段差がなく、フラットな会場で、水道橋駅・後楽園駅・春日駅が最寄駅となり､

来場者の交通アクセスが良い場所での展開となります。

外観

内観

搬入口

全体図
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補足資料・会場(プリズムホール)について
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補足資料・出展者紹介ページについて
テーブルウェア・フェスティバル公式ホームページにて、出展者の店舗ならびに販売する商品をご紹介する
「出展者紹介ページ」を作成予定です。ご来場者が会場にいらっしゃる前にお目当ての出展者を見つけることが可能になり、
出展者様の認知拡大や販売促進となることを目指します。

商品一覧ページ 出展者個人ページ

上記はイメージとなります。実際の仕様とは異なる場合がございます。



第1条 事務局、出展希望者及び出展者

1. 株式会社東京ドーム（以下、「事務局」といいます）は、主催者を代表するとともに事務局を務めます。

2. 出展希望者は、事務局が定める出展申込みの締切日までに出展を主催者に申し込むものとします。なお、出展希望者は事務局が用意する本催事に関するウェブ
サイト（以下、「本サイト」といいます）を通じて出展を主催者に申し込むことができます。この場合、出展希望者は本規約のほか、事務局が別途定めるWEB規約を遵
守しなければなりません。

3. 前項に定める申込みを受け、主催者は出展審査を行います。当該審査の結果、事務局が第3条第1項に定める通知を発信した出展希望者に限り出展者になること
ができます。なお、審査結果に対し、主催者は一切の責任を負わないものとし、その判断基準・根拠などは公表しないものとします。

4. 出展者は本規約のほか、事務局が定める上記WEB規約、出展案内及び出展ガイド、その他の主催者又は事務局が定める規約等（以下、「本規約等」といいます）を
遵守しなければなりません。

第2条 出展の申込

事務局が書面又は電磁的方法をもって許諾した場合を除き、代理業者が仲介しての出展申込みや他社名義での出展等はできません。代理業者等が、

事務局の書面又は電磁的方法による許諾を得て、出展申込みをする場合、本規約に定める出展希望者及び出展者の義務と同等の義務を遵守します。

これに違反した場合、主催者は出展申込みの拒否、契約の解除を行うことができ、出展希望者又は出展者はこれに同意するものとします。

その場合、出展者から事前に支払われた出展料の他、出展に要した全ての費用、契約の解除によって生じた出展者及び関係者の損害について主催者

及び事務局は一切補償しないとともに、主催者又は事務局に損害が生じたときは、出展希望者又は出展者はその損害の一切を賠償するものとします。

第3条 出展の承諾、出展料の請求と支払い

1. 事務局から出展希望者に対し、電磁的方法にて出展を承諾する旨の通知を発信した時点をもって出展契約の成立となります。但し、出展者が次項に定める請求書
に記載された期日までに出展料を完納するまでは、出展者には本催事に出展する権利等は生じないものとします。

2. 出展者は、事務局の定める方法に従って、事務局が発行する請求書に記載された期日までに出展料を振り込み送金して支払います。振込手数料は出展者の負担
とします。

3. 出展者が出展料の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6％の割合による遅延損害金を事務局に支払います。

第4条 出展契約の解約、解除

1. 出展契約の締結後、出展者の都合等により、出展契約の解約を希望する場合は、出展者は事務局に対し、その理由を明記した書面又は、電磁的方法による解約
通知を送付し、解約通知を発した日に応じて定まる下表に定めるキャンセル料を、同日から14日以内に事務局に対し支払わなければならず、出展者が当該キャン
セル料を支払った時点で、主催者と出展者間の出展契約は解約されたものとします。この場合、主催者は当該解約によって損害を被ったときは、損害の賠償を請求
できます。

2. 前項に基づき、事務局が解約通知を受領した時点で、出展者が既に出展料の全部又は一部の支払を行なっている場合、前項に定めるキャンセル料は、当該支払
済の出展料から充当されるものとし、充当後残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日にて事務局から出展者に返金します。

なお、出展者は、主催者に支払済の出展料がキャンセル料に満たない場合はその差額を、出展者が出展料金を一切支払っていない場合は

キャンセル料全額を事務局に対し解約通知を発した日から14日以内に支払わなければなりません。
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3. 出展者が出展料を入金しない場合その他本規約等に違反した場合は（以下、違反した出展者を「違反者」といいます）、主催者は出展契約を解除することが

できるものとします。 この場合、事務局は違反者に対し、その理由を明記した書面又は電磁的方法による解除通知を送付し、違反者が受領した日に応じ、

違反者は下表に定めるキャンセル料を受領後14日以内に支払わなければなりません。また、主催者は違反者に対して当該キャンセル料のほか、主催者が

被った損害の賠償を請求できます。

4.   出展者がキャンセル料を解約通知を発した日又は前項に定める期日から14日以内に支払わない場合、下表にかかわらず、キャンセル料は出展料の100％と

なるものとします。

第5条 ストックヤードの利用、解約

1. 出展者は、事務局に対し別途定める期日までにストックヤードの利用を申請することができるものとします。

2. 出展者は、事務局が利用を許諾したストックヤードの利用料金を、出展料と併せて事務局が指定する期日までに支払うものとします。また、出展者が事務局による
承諾以降、別途ストックヤードの利用を申請し、事務局が承諾した場合、出展者は当該別途承諾した分の利用料金を、事務局が指定する期日までに支払うものとし
ます。振込手数料は出展者の負担とし、出展者が利用料金の支払を怠ったときは第３条第３項を準用するものとします。

3. 出展契約の締結後に、出展者の都合等によりストックヤードの利用を解約する場合、出展者は、事務局に対し、その理由を明記した書面又は、電磁的方法による解
約通知を送付し、解約通知を発した日に応じて定まる下表に定めるキャンセル料を、同日から14日以内に事務局に対し支払うものとします。この場合、事務局が解
約通知を受領した時点で、出展者が既にストックヤードの利用料の全部または一部の支払を行っているときは、第4条第2項の規定を準用するものとします。

第6条 開催の延期及び中止・期間の短縮

1. 主催者は天災、疾病、感染症の蔓延、その他不可抗力によりやむを得ない事情が発生した場合、または、主催者が本催事を開催することが適切でないと判断した
場合、本催事の開催を延期または中止、期間を短縮すること（以下、「延期等」といいます）ができるものとします。

2. 主催者が本催事を開催することが適切でないと判断し、かつ、本催事が中止となった場合、主催者にて対応協議のうえ、事務局から出展者に対し、既納の出展料の
全部、または一部を返還します。

3. 主催者は延期等により出展者に生ずる損害に対する賠償責任を負わないほか、その他の一切の責任を負わないものとします。
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第7条 出展者の義務・責任

1. 出展者は、事務局が別途定める出展ガイドの諸注意事項を遵守し、事務局の指示に従うものとします。

2. 出展者が本催事において営業活動を行う場所と日時は第3条第1項の通知の際、併せて通知するものとし、出展者は、事務局の承諾なく当該諸活動を休業しないも
のとします。

3. 出展者は、飲食物を取扱う場合、食品衛生法その他法令に定められた基準を遵守し、関係官庁の指示に従うことはもとより、食中毒、伝染病の発生防止に最大の
注意を払い、万一食中毒その他の事故が発生した場合、事務局に速やかに報告し協議のうえ、自らの責任と費用で対応するものとします。

4. 出展者は、来場者、他の出展者及び主催者に迷惑をかける行為（押し付け販売、強引な客引き、名誉及び信用を毀損する行為等含む）は一切行なってはなりませ
ん。

5. 出展者は、取扱商品、サービス、販売方法について、第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権及び肖像権（パブリシティ権を含むが、これに限られない）を侵害し
ないことを確約し、特定商取引法等法令の定めを遵守するとともに、出展において顧客対応を含め一切の責任を負うこととします。

6. 出展者及びその代理人が、主催者又は他の出展者の展示物・取扱商品、会場の設備機器、及び人身等に損害を与えた場合は、出展者及びその代理人がその補
償を行うものとします。

7. 主催者は、本催事開催にあたり国・自治体・関係機関・会場など、感染や対策などの指示・要請・指針等を遵守します。主催者は指示・要請・指針等の内容に基づき、
規定を追加する場合があります。

第8条 主催者の義務及び免責

事務局は会場の管理保全を行い、出展者が本催事において取扱う商品等については出展者自身が管理保全を行うものとします。

なお、主催者は天災や不可抗力等の事由により発生した展示物の損害、滅失、盗難等に関しての責任は負いません。

第9条 取扱商品について

出展者が本催事において取扱う商品は、本催事のテーマに沿って出展者が生産または常に取り扱っている商品とします。

第10条 販売について

1. 出展者は、取扱商品に関する問い合わせやクレームに対応できるように、出展者の店舗名・住所・電話番号等を確認できる名刺やカード等を商品販売の際にお客
様に交付しなければなりません。

2. 出展者は、取扱商品の輸送及び展示において、展示物に対し必要な保険を付しその他保護のための適切な処置を講じるものとします。

第11条 画像掲載について

1. 主催者は、出展契約締結後、出展者から事務局に提出された商品画像を本催事公式ホームページやSNS(Facebook･Instagram･X)、本催事に関わる制作物に使用
することができ、出展者は、これに異議なく承諾するものとします。

2. 制作スケジュールの関係上、使用した画像等の校正は事務局の責任で実施します。
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第12条 損害賠償

出展希望者又は出展者は、同人の責めに帰すべき事由により、主催者、他の出展者、顧客または第三者に損害を与えた場合には、その損害賠償責任（弁護士費用を含む）を
負うものとします。

第13条 反社会的勢力の排除

1. 出展者は、主催者に対し、次の各号の事項を確約します。

① 自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者を いう。）が、暴力団、暴力団

関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」といいます）ではないこと。

② 出展契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。

③ 出展者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、主催者が出展者による前項の確約に依拠して出展契約の締結及び履行をするものであることを確認します。

④ 出展者について、第１項の確約に反する事実が判明した場合には、主催者は、書面又は電磁的方法で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、

出展契約を解除することができるものとします。

2. 前項の規定により出展契約が解除された場合には、出展者は、主催者に対し、違約金として出展料の１００％に加えて、出展案内に定める出展料の20％を支払うと共に、

解除により出展者に生じる損害について、一切の請求を行わないものとします。

第14条 解除

1. 主催者は、出展者が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに出展契約を解除することができるものとします。

① 本規約に定める条項に違反し、事務局から催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が是正されないとき

② 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき

③ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき

④ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき

⑥ 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき

⑦ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

⑧ その他、前各号に準じる事由が生じたとき

2. 前項に基づき、主催者が出展契約を解除した場合、出展者は出展料全額の支払を免れず、すでに出展料を支払った場合でも、主催者は一切返金する義務を負わないもの
とします。

3. 第1項に基づき、主催者が出展契約を解除した場合、当該出展者に損害が生じたとしても主催者はこれを賠償する責任を負いません。また、当該解除により主催者に損害
が生じた場合、当該出展者は、解除によって主催者が被った損害の一切を賠償しなければなりません。
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第15条 個人情報の取扱い

1. 主催者は、出展希望者及び出展者から収集した個人情報を下記の目的のために利用します。

① 主催者からの本催事の運営に関わる各種ご案内

② 宣伝･広報に関わる情報提供

③ 来場者からの問い合わせやクレーム対応

④ 各種印刷物・ウェブサイトへの掲載

2. 主催者は、法令に基づく場合のほか、収集した個人情報を上記利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報保護に

関する契約を締結している業務委託先会社への情報共有及び発送代行として提供します。

3. その他、主催者は収集した個人情報を株式会社東京ドームが公表している｢個人情報のお取り扱いについて｣

(https://www.tokyo-dome.jp/privacy/)に準じて取り扱います

4. 出展者は、個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令並びに個人情報保護委員会のガイドラインを遵守し、適法かつ適切な管理をするものとします。

第16条 秘密保持

1. 出展者は、出展契約により知り得た主催者の営業上・業務上の一切の機密情報について、厳重に管理・保管し、

開催期間中はもとより開催終了後においても、事前に書面による主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩しないものとします。

2.   主催者は前条第1項に定める業務を第三者に再委託する場合、必要最小限の範囲で、秘密情報を開示できるものとします。

3.   第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、秘密情報を開示できるものとします。

① 主催者が、業務上必要な範囲内で、三井不動産株式会社、並びに、株式会社読売新聞グループ本社及び

株式会社読売新聞東京本社に対して、合理的に必要な範囲で開示する場合

② 主催者及び出展者が、業務上必要な範囲で、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家に対し、合理的に

必要な範囲で開示する場合

第17条 権利義務の譲渡の禁止

出展者は、事務局の書面による事前の承諾なく、出展契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第18条 準拠法・裁判管轄

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第1条 適用

1. 本規約は、ユーザーと主催者との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

2. 事務局は、本規約のほか、ユーザーが本サービスを利用する場合のルール等、各種の定め（以下、「個別規定」といいます。）を設けることがあります。これら個別規定は
その名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。

3. 本規約の規定が前項の個別規定と異なる場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定が優先されるものとします。

第2条 利用登録

本サービスにおいては、ユーザーが本規約に同意の上、主催者の定める方法によって利用登録を申請し、事務局がこれを承認することによって、利用登録が完了するものと
します。

事務局は、ユーザーに以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

⑴ 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

⑵ 主催者の定める他の規約に違反したことがある者からの申請である場合

⑶ その他、事務局が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条 ユーザーID及びパスワードの管理

1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーID及びパスワードを適切に管理するものとします。

2. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。事務局は、ユーザーIDとパスワ
ードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。

3. ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、事務局は一切の責任を負わない
ものとします。

第4条 禁止事項

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

(1) 法令または公序良俗に違反する行為

(2) 犯罪行為に関連する行為

(3) 本サービスの内容等、本サービスに含まれる知的財産権、肖像権（パブリシティ権を含むがこれに限られない）、プライバシーの権利、名誉、

その他の権利または利益を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為

(4) 主催者、他のユーザーまたは第三者に対する詐欺または脅迫行為

(5) 本サイトにアップロードされている画像等の情報を、当該著作者、著作権者、その他権利者の同意なくして転載する行為

(6) 主催者、他のユーザーまたは第三者を不当に差別し、不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

(7) 主催者、他のユーザー、または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為

(8) 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為

(9) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

(10)  不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
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(11)  アクセス可能なコンテンツもしくは情報を改ざん、消去する行為

(12)  サーバー等のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為

(13)  本サイトによって提供される機能を複製、修正、転載、改変、変更、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳あるいは解析する行為

(14)  ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または、主催者、他のユーザーまたは第三者が受信可能な状態におく行為

(15)  事務局の設備に蓄積された情報を不正に書き換えまたは消去する行為

(16)  本サイトのネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかける行為

(17)  主催者、他のユーザーまたは第三者に関する個人情報を収集または蓄積する行為

(18)  不正な目的を持って本サービスを利用する行為

(19)  本サービスの他のユーザーまたは第三者に不利益、損害、不快感を与える行為

(20)  他のユーザーに成りすます行為

(21)  事務局が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為

(22)  本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為

(23)  面識のない人との出会いを目的とした行為

(24)  選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます)または公職選挙法に抵触する行為

(25) 他のユーザーまたは第三者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールもしくは嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メー ルを含みます)を

送信する行為、他のユーザーまたは第三者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為または当該依頼に応じて転送する行為

(26)  自殺、自傷行為または薬物乱用などを美化、誘発、助長するおそれのある行為

(27)  人種、民族、性別、年齢または思想などによる差別に繋がる表現を使用する行為

(28)  上記各号のいずれかに該当するような行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)が表示されている他のウェブサイト等に対してリンクを張る行為

(29) 事務局の円滑な業務遂行を阻害するような長時間の架電、同様の問い合わせを繰り返し行うこと、または事務局に義務のないことを強要し、

事務局の業務に著しく支障を来たす行為

(30)  上記各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為

(31)  その他、事務局が不適切と判断する行為



25

第5条 本サービスの提供の停止等

1. 事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるも
のとします。

(1) 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

(2) 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合

(3) コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

(4) 法令または行政指導により通信の制限等の要請・指示があった場合または事務局が必要と判断したとき

(5) その他、事務局が本サービスの提供が困難と判断した場合

2. 事務局は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。

第6条 利用制限及び登録抹消

1. 事務局は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとし
ての登録を抹消することができるものとします。

(1) 出展規約又は本規約のいずれかの条項に違反した場合

(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3) ワーム型ウィルスの感染、大量送信メールの経路等から、ユーザーが関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合

(4) 料金等の支払債務の不履行があった場合

(5) 事務局からの連絡に対し、一定期間返答がない場合

(6) その他、事務局が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

2. 事務局は、本条に基づき事務局が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第7条 保証の否認及び免責事項

1. 事務局は、本サービスにより提供される情報の完全性、正確性、有用性、最新性、真実性、安全性等については、何ら保証するものではありません。

2. 事務局は、本サービスの確実な提供またアクセス結果等につき何ら保証するものではありません。

3. 事務局は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更による、ユーザーが本サービスに送信したデータの消失や、本サービスの利用による、ユーザ
ーが本サービスに送信したデータの消失もしくはユーザーの機器の故障や損傷、その他本サービスの利用に関してユーザーが被った損害につき、賠償する責任を負わ
ないものとします。

4. 本サービスまたは本サイトに関連して、ユーザーと、他のユーザー、顧客または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、事務局は一切責任を負い
ません。
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第8条 損害賠償責任

ユーザーは、ユーザーの責めに帰すべき事由により、主催者、他のユーザー、顧客または第三者に損害を与えた場合には、その損害賠償責任（弁護士費用を含む）を負うも
のとします。

第9条 サービス内容の変更等

1. 事務局は、事務局の都合により、本サービスの内容を変更しまたは提供を中止することができます。事務局が、本サービスの内容を変更しまたは提供を中止する場合、
本サイト上への表示、電子メールによる通知、口頭による告知またはその他適宜の方法により、ユーザーに対してその内容を告知します。

2. 事務局は、本条に基づき、事務局が行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条 利用規約の変更

1. 事務局は、本規約を変更することができるものとします。

2. 事務局は、本規約を変更するときには、本サイト上に表示することにより、ユーザーに対して、事前にその内容を告知します。

3. 変更後の本規約は、事務局が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。

4. 本規約の変更の効力が生じた後に、ユーザーが本サイトを利用した場合には、変更後の本規約の全てについて同意したものとみなされます。

第11条 個人情報の取扱い

ユーザーは、本サービスの利用によって取得する個人情報については、個人情報保護法及び関連法令並びに個人情報保護委員会のガイドラインを遵守し、適法かつ適切な
管理をするものとします。

第12条 通知または連絡

ユーザーと事務局との間の通知または連絡は、事務局の定める方法によって行うものとします。

事務局は、ユーザーから、事務局が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行
い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。

第13条 権利義務の譲渡の禁止

ユーザーは、事務局の書面による事前の承諾なく、出展契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第14条 準拠法・裁判管轄

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



お問い合わせ

テーブルウェア・フェスティバル実行委員会
(担当：原・上地・後藤)

株式会社東京ドーム
〒112-8575  東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-3817-6239
FAX：03-3817-6238

E-mail：twf@gms.tokyo-dome.co.jp
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